
随意契約に関する公表（物品役務等）

物品役務等の名称及び数量
契約責任者の職名

及び氏名
契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 予定価格（円） 契約金額（円）

随意契約によることとした会計規程等条文及び理由
（企画競争又は公募手続きを行った場合はその旨）

備考

会計監査人契約 学長　太田　耕人 令和7年8月5日
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
板橋監査法人
代表社員　眞岩　秀行

- 7,150,000

国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法
人通則法第40条の規定に基づき文部科学大臣が選任し
たものであり、国立大学法人京都教育大学契約規則第35
条第1項第三号に基づく随意契約。なお、本学での候補者
の選定に際し、提案審査を行い、同社が最も高い評価を
得てかつ、確実な業務の履行が可能と認められている。

財務会計システムＤＢサーバ一式
契約責任者
青山　信人

令和7年10月15日
大阪市北区中之島3丁目2番4号
株式会社ニッセイコム関西支社
支社長　上野　学

- 11,325,050

本件は、同システムの一部ハードの経年劣化に伴う交換・
設置作業及び保守を目的としており、基盤システムとの連
動及び一体動作の保証が不可欠であるため、対応が可能
な者は、基盤システムの調達元に限られ、他者との競争は
成立しない。国立大学法人京都教育大学契約規則第35条
第1項第3号に基づく随意契約。


